
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

文化庁著作権課 

あっせん申請の手引き 
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著作権等に関する紛争が生じた場合、これに第三者が関与して解決する制度としては、
一般の紛争の場合と同様に、訴訟、民事調停法に基づく調停制度などがありますが、これ
らのほかに、著作権等に関する紛争の特殊性から、実情に即した簡易・迅速な解決を図
るために、著作権法には、紛争解決あっせん制度が設けられています。 
この制度は、あっせんの本来的な性格に鑑み、当事者間の互譲による紛争の自主的

解決を補助、促進することにあります。 

 

 

 

 

著作権法に規定する著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接
権及び二次使用料又は報酬を受ける権利に関する紛争であれば、どのような内容でも
申請することができますが、考えられる紛争の類型としては、以下のようなものが考えられ
ます。 

① 権利侵害の有無に関する紛争 
② 権利の帰属に関する紛争 
③ これらの権利に関する契約の解釈に関する紛争 
④ 権利侵害による損害の額に関する紛争 
⑤ これらの権利から派生する請求権に係る補償金や報酬の額に関する紛争 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっせん制度の趣旨 

あっせんの申請ができる場合 
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一方の当事者から文化庁
長官へ「あっせん」を申請 

文化庁長官が他方の当事
者の意向を確認 

「あっせん」に 
付さない 

「あっせん委員」を委嘱 

「あっせん」 

解  決 あっせんの打ち切り 

同意しない 

解決の見込みがない場合 

当事者 紛争 当事者 

両当事者から文化庁長官
へ「あっせん」を申請 

同意する 

文化庁に相談 

あっせんの流れ 
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  あっせんの流れは次のとおりです。 
 
（１） 文化庁への相談 

「あっせん申請書」は文化庁著作権課でいつでも受け付けますが、書類作成に不
備がある場合やあっせんになじまない場合はあっせん手続に入らないこともありますの
で、事前に相談されるようお勧めします。 

 
（２） あっせんの申請 

定められた様式はありませんが、６ページの例のような「あっせん申請書」を作成し、
文化庁著作権課に提出してください。 

 
（３） 他の当事者の意向の確認（片側申請の場合） 

あっせんの性質上、紛争当事者の両者申請の場合には、あっせんの手続きに入り
ますが、紛争当事者の一方から申請があった場合には、文化庁長官は、他の当事
者にあっせんに応じるかどうか確認します。 
なお、他の当事者からあっせんに応じない旨の回答があった場合には、文化庁長

官は、あっせんに付さないこととなります。 
 
（４） あっせん委員の委嘱 

あっせん委員は、著作権関係の学識経験者のうちから、事件ごとに３人以内を文
化庁長官が委嘱することとされています。 
過去のあっせん事例においては、著作権法又は民法専攻の大学教官、著作権又

は工業所有権関係の事件を取り扱う弁護士、紛争事件の分野の実務に精通・練
達した著作権実務専門家等により構成されています。 

 
（５） あっせんの実施 

あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即
した解決を図ります。 
具体的には、提出された書面に基づき事件を整理し、対面による話し合い（期

日）や追加の書面提出などを通じて、当事者間の合意や自主的解決を取り持ちま
す。 
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（６） あっせんの終了 
委員が提示するあっせん案を両当事者が受諾することにより、あっせんは終了しま

す。 
しかし、あっせん案を両当事者又は当事者の一方から拒否された場合、あっせんの

進行中に当事者の一方が訴訟を提起するような場合、またあっせんには付したものの
両当事者間の主張があまりにもかけ離れていて依然歩み寄りの様子が認められない
ような場合など、事件が解決される見込みがないと認められる場合には、あっせんを打
ち切ることもあります。 

 
 

  

 

  申請時の手数料４６，０００円のみです。 
 

 

 

 

  過去のあっせんに付されたケースでは、あっせんのための話し合いが２～３回、平均的
な審理期間が約６ヶ月となっています。 
 
 

 

 

  過去の処理実績は、以下のようになっています。 
 

処理件数 
合   計 
（①＋②） 

 
①相手方が手続 ②相手方が不同意

等の理由で、あっせ
んに付さず 

開始に同意し 
あっせんに付す 

うち うちあっせん 
解決 の打ち切り 

40 12 8 4 28 
（昭和 45年度から令和 6年度までの実績） 

 

 

 

あっせんに要する費用 

あっせんに要する期間 

これまでの処理実績 
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【事例１】 
 著作者の遺族と著作者の所属していた団体の間で著作権の帰属についての争いが生じ、
両者申請によりあっせんを求めたもの。権利の帰属問題は保留にし、著作物の使用条件
等を取り決めることで解決。 
 
【事例２】 
 甲の許諾した期間を超えて乙が甲の著作物をホームページ等に使用したことについて、
甲が損害賠償金の支払いを求めてあっせんを申請。乙が今後は甲の著作物の使用を行
わないこと、解決金を支払うことで合意。 
 
【事例３】 
 甲が著作権を主張する著作物を、乙が書籍やホームページ等に無断で使用したとして、
甲が乙に対して損害賠償金の支払い及び保有資料の廃棄・不使用についての誓約並び
に謝罪文の掲載について、あっせんを求めたもの。あっせんを行うも、甲乙の意見の隔たりが
大きく、打ち切り。 

 

あっせんに付された事例 
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あっせん申請書の記載例 
 
申請書の作成に当たっては、著作権法施行令第７１条に記載事項が規定されています。具体的には

下記の記載例を参考にしてください｡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○○年○○月○○日 
 
 
文化庁長官 殿 

申請者（住所） 
（氏名）  注２ 
 

著作権紛争解決あっせん申請書 
 
 著作権法第１０６条の規定に基づき、下記のあっせんを願いたいので、申請しま
す｡ 

 
記 

 
１ 当事者 
     注３ 
 
２ あっせんを求める事項 
     注４ 
 
３ 紛争の問題点及び交渉経過の概要 
     注５ 
 
４ その他あっせんを行うに際し参考となる事項 
     注６ 
 
５ 添付資料 
     注７ 

収入印紙 
注１ 
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注１：あっせん申請に係る手数料（46,000 円）を収入印紙により納付してください
（法第１０７条第１項、令第７２条、規則第２３条）｡ 

注２：申請者が法人（法人格を有しない社団又は財団であって代表者又は管理人の
定めがあるものを含む。）である場合には、法人名及び代表者・管理人の氏名を
記載してください｡また、事務的な連絡等のため、担当者の部署・氏名・電話番号
を付記してください。 

    紛争の両当事者から申請する場合は、両当事者を併記して下さい。 
注３：紛争当事者の一方を「甲」とし、他方を「乙」として、それらの者の氏名（法人にで

ある場合には、法人名及び代表者・管理人の氏名）及び住所又は居所を記載
してください。 

注４：あっせんによって解決したい点及び希望する解決方法を記載してください。 
 

       
 
 
 
注５：紛争となっている点及びその点に関する両当事者の主張などを含めてこれまでに行

われた両当事者の交渉経過を記載してください。なお、記載しきれない場合は、別
紙として添付することもできます。 

注６：○○万円の損害賠償の支払を求める場合であれば、○○万円の算出根拠を記
載するなど当該紛争をあっせんするに際して参考となる事項を記載してください。 

注７：あっせんを行うに際し、参考となる資料がある場合には、添付した資料名を記載し
てください。 

（例）甲の論文が乙に無断で利用された場合 
  「乙は、甲の論文を無断で乙の論文に利用しているので、乙に対し○○○誌に

謝罪文を掲載すること及び○○万円の損害賠償の支払いを求める」 
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【関係法令条文】 
著作権法 
（著作権紛争解決あつせん委員）  
第１０５条  この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に
著作権紛争解決あつせん委員（以下この章において「委員」という。）を置く。 

２  委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、
事件ごとに三人以内を委嘱する。 

（あつせんの申請）  
第１０６条  この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせ
んの申請をすることができる。 

（手数料）  
第１０７条  あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければな
らない。 

２  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 
（あつせんへの付託）  
第１０８条  文化庁長官は、第１０６条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、
又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員
によるあつせんに付するものとする。 

２  文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でない
と認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さな
いことができる。 

（あつせん）  
第１０９条  委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決さ
れるように努めなければならない。 

２  委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 
（報告等）  
第１１０条  委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 
２  委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由
を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。 

（政令への委任）  
第１１１条  この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定め
る。 
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著作権法施行令 
（あつせんの申請）  
第７１条  法第１０５条第１項のあつせん（以下この章において「あつせん」という。）の申請をしようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 

 一  申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 
 二  当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は

居所並びに法人にあつては代表者の氏名 
 三  あつせんを求める事項 
 四  紛争の問題点及び交渉経過の概要 
 五  その他あつせんを行なうに際し参考となる事項 
（手数料）  
第７２条  法第１０７条第１項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件１件につき４万
６千円とする。 

（他の当事者への通知等）  
第７３条  文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨
を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかど
うかを書面をもつて回答すべきことを求める。 

 ２  前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付する
ことに同意しなかつたものとみなす。 

 ３  文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意
しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。 

（あつせんに付した旨の通知等）  
第７４条  文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作
権紛争解決あつせん委員（次条及び第７７条において「委員」という。）の氏名を当事者に通知する。 

２  文化庁長官は、申請に係る事件を法第１０８条第２項の規定によりあつせんに付さないこととしたと
きは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。 

（委員長）  
第７５条  事件につき２人又は３人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければ
ならない。 

２  委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。 
３  委員の会議は、委員長が召集する。 
４  委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 
（報告等）  
第７６条  法第１１０条第１項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければ
ならない。 

２  法第１１０条第２項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。 
（委員の退任）  
第７７条  委員は、法第１１０条第１項又は第２項の報告をしたときは、退任するものとする。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化庁著作権課著作権登録・普及係 
 
〒１００－８９５９ 
東京都千代田区霞が関３－２－２ 
（０３）５２５３－４１１１（内線：３１６９） 
ckyouiku@mext.go.jp 


